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高年齢者就業の進展と厚生年金
被保険者の 60歳代前半のフル
タイム雇用と賃金格差の動向
―文献レビューおよび「匿名年金情報」に基づく分析

60 歳代前半の老齢厚生年金支給開始年齢引き上げ，そして高年齢者雇用安定法改正によ
る支給開始年齢までの雇用確保措置義務化という制度変更により，60 歳代前半の男性の
就業率は大幅に上昇した。とくにフルタイム雇用率も上昇していることが注目される。本
稿では，やや詳しく制度的背景と先行研究を紹介した上で，厚生労働省年金局「匿名年金
情報」をパネル調査として用い，厚生年金（一般）被保険者について，60 歳代前半のフ
ルタイム雇用率（継続して厚生年金被保険者である比率）の上昇が，58 歳時点の賃金階
層ごとにどのように異なり，またどのような賃金変動を経験したか検討した。その結果，
支給開始年齢引き上げに伴い，高年齢期における賃金階層間のフルタイム雇用格差は縮小
し，さらに最も高い賃金階層の賃金が相対的に低下することで，高年齢期のフルタイム雇
用における賃金格差は縮小していたことを明らかにした。ただし，厚生年金の定額部分そ
のものは高年齢期の所得格差を縮小させる役割を持つため，厚生年金の支給開始年齢引き
上げが高年齢期の所得格差を小さくしたと結論付けるのは早計であろう。とはいえフルタ
イム雇用により厚生年金保険の加入期間が伸び，またより高い賃金が得られれば，受給で
きる厚生年金額も高くなることが期待され，そうした状況が低賃金層中心に生じたのであ
れば，所得全体の格差が縮小する可能性もある。
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Ⅰ　は じ め に

　本稿の目的は，厚生年金の支給開始年齢の引き

上げおよび高年齢者雇用安定法改正による高年齢
者就業の進展について，①（特集号という性格に
鑑み）制度的背景と先行研究をやや詳しく紹介し
た後，② 60 歳代前半のフルタイム雇用者（厚生
年金被保険者）の割合と賃金が賃金階層別にどの
ように変化し，さらに③フルタイム雇用者の賃金
格差がどのように変化したか明らかにすることで
ある。
　厚生年金の給付水準は長期的に 2 割低下する。
これは主に 2004 年の年金改革のマクロ経済スラ
イド導入による（厚生労働省 2020）。厚生年金の
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給付水準は一般に「所得代替率」によって表され
る。現行の定義は，「年金を受け取り始める時点

（65 歳）における現役世代の平均手取り収入額
（ボーナス込）に対する厚生年金額の標準的な年金
額の比率（厚生労働省 2020：21）」である。マクロ
経済スライドは，この所得代替率を 6 割から 5 割
へと調整する仕組みで，給付水準の 2 割低下は，
この調整による。
　厚生年金の給付水準が低下する一方，少子化・
未婚化に伴い家族扶養による私的な所得保障機能
も衰えている。すでに家族扶養による所得保障機
能の低下は，貧困率を押し上げる方向で作用し始
めている（渡辺・四方 2020；四方・渡辺 2023）。マ
イクロシミュレーションによる予測でも高齢世帯
の貧困率が上昇していくことが見込まれる（稲垣 
2015）。
　このように公私とも所得保障機能が低下する
中，期待されるのが雇用所得である。とりわけ低
賃金層において，60 歳以降もフルタイム雇用に
より高い賃金を得られているかどうかは重要な論
点となる。フルタイム雇用により厚生年金保険に
加入でき，保険料拠出期間が伸び，またより高い
賃金が得られれば，それに比例し厚生年金受給額
も高くなることが期待されるからである。
　以下で説明するように，60 歳代前半の老齢厚
生年金支給開始年齢引き上げ，そして高年齢者雇
用安定法改正による支給開始年齢までの雇用確保
措置義務化等の制度変更があり，60 歳代前半の
男性の就業率は大幅に上昇した。とくに正規雇用
率，フルタイム雇用率も近年上昇している点が注
目される。
　本稿の構成は以下の通りである。まずⅡとⅢで
制度的背景と先行研究をやや詳しく紹介する。Ⅳ
で本稿の分析で用いる「匿名年金情報」について
説明した後，Ⅴで生年度コホート・賃金階層・各
歳別に 60 歳代前半のフルタイム雇用者（厚生年
金被保険者）の割合，平均賃金，賃金格差が制度
変更の中，どのように変化したか明らかにする。
Ⅵで本稿の知見をまとめ，若干の政策含意を述 
べる。

Ⅱ　制度的背景 1）

１　厚生年金の支給開始年齢引き上げ

　受給資格を満たす厚生年金被保険者が，60 歳
代前半で受給できる，特別支給 2）の老齢厚生年
金は，定額部分（基礎年金に対応する部分）と報酬
比例部分（過去の被保険者の平均賃金水準に応じた
部分）の 2 階建ての構成となっている。
　1994 年改正により，まず 1 階に相当する定額
部分の支給開始年齢を 2001 年度以降 60 歳から
65 歳へと 1 歳ずつ段階的に引き上げた。具体的
には 2 出生年度コホートごとに順次 1 歳ずつ引き
上げ，まず 1941・1942 年度生まれ男性の支給開
始年齢が 61 歳となった。その後も定額部分の支
給開始年齢を 1 歳ずつ引き上げ，男性 1943・44
年度生まれで 62 歳，1945・1946 年度生まれで 63
歳，1947・1948 年度生まれで 64 歳，そして 1949
年度生まれ以降で 65 歳となった。女性の定額部
分の支給開始年齢は，男性より 5 年若い出生年度
コホート（＝1946 年度生まれ）から，男性と同じ
く 2 出生年度コホートごとに 1 歳ずつ，65 歳へ
と引き上げられた（日本年金機構 2022）。ただし
共済年金では男女とも，厚生年金の男性と同じス
ケジュール（生年度コホート）で定額部分の支給
開始年齢が引き上げられた（厚生労働省 2007）。
　次に 2000 年改正で，2 階に相当する特別支給
の老齢厚生年金の報酬比例部分を 2013 年以降 60
歳から 65 歳へ 1 歳ずつ段階的に引き上げた。報
酬比例部分の支給開始年齢も 2 出生年度コホート
ごとに 1 歳ずつ引き上げ，男性では 1953・1954
年度生まれが 61 歳，1955・56 年度生まれが 62
歳，1957・58 年度生まれが 63 歳，1959・60 年度
生まれが 64 歳，そして最終的に 1961 年度以降の
出生コホートで 65 歳となった。女性については，
男性より 5 年度新しいコホート（＝1958 年度生ま
れ）から，男性と同じく 2 出生年度コホートごと
に報酬比例部分の支給開始年齢を 1 歳ずつ引き上
げた（日本年金機構 2022）。ただし定額部分と同
じく，共済年金では男女とも，厚生年金の男性と
同一スケジュール（生年度コホート）で，報酬比
例部分の支給開始年齢を引き上げている（厚生労
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働省 2007）。

２　高年齢者雇用安定法による雇用確保措置

　こうした支給開始年齢引き上げに対し，高年齢
者雇用安定法（以下，「高齢法」）は 1994 年の改正
で 1998 年以降，60 歳未満の定年を禁止した。
2000 年改正では 65 歳までの雇用確保措置を「努
力」義務とした。そして 2004 年改正に至り，65
歳未満の定年の定めをしている企業に対し，雇用
者の性別に関わりなく，男性の定額部分の支給開
始年齢までの雇用確保措置を義務付けた。この雇
用確保措置とは，①定年年齢の引き上げ，②継続
雇用制度の導入，③定年の定めの廃止の 3 つを指
す。ただし労使協定による雇用継続の対象者限定
は可能であった（厚生労働省 2006）。
　この雇用確保措置義務化は 2006 年に施行され
たが，タイミングとしては定額部分の支給開始年
齢引き上げの後追いとなった。その時点で定額部
分の支給開始年齢引き上げ開始からすでに 5 年が
経過しており，支給開始年齢は 62 歳となってい
たからである。ただし報酬比例部分の方はまだ支
給されていたため，定年後の継続雇用時に大幅に
賃金が下がる 3）ケースが多かったとはいえ，必
ずしも雇用と年金支給開始との間に空白が生じた
訳ではなかった。
　その後，定額部分の支給開始年齢の引き上げに
合わせ，雇用確保措置を義務とする年齢を 2013
年までに 65 歳へと段階的に引き上げた（厚生労
働省 2006）。
　さらに 2013 年からの報酬比例部分の支給開始
年齢引き上げに対応するため，2012 年の高齢法
改正で，継続雇用制度の対象者を限定できる仕組
みを 2013 年以降廃止することになった。ただし
報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げ予定に合
わせ，廃止の経過措置が 2025 年まで講じられて
いる（厚生労働省 2012）。
　以上の厚生年金の支給開始年齢引き上げと高齢
法の改正（雇用確保措置の義務化）と対応する生
年度コホートの関係をまとめると，表 1 のように
なる。
　研究の観点からは，定額部分支給開始年齢引き
上げと雇用確保措置の義務化のタイミングのズレ

により，2 つの政策効果を別々に把握することが
可能となった。
　なお 60 歳代の就業促進に関しては，60 歳を超
え，厚生年金被保険者である場合，賃金と年金の
合計額に応じて年金給付額の調整（支給停止）を
行う在職老齢年金制度の改正も別途行われてきた
が，本文では説明を割愛する 4）。

Ⅲ　先 行 研 究

１　60歳代前半の就業率の変化と 2000 年代以降
の改正

　過去 50 年余りの 60 歳代の就業率の変動を男女
別に確認しよう。図 1 は 1968 年から 2023 年まで
の 55 年間の男女別の 60 歳代の就業率の変化に，
前項で説明した 2000 年代以降の制度改正等のタ
イミング（縦点線）を重ね合わせたものである。
　男性 60～64 歳で 1968 年に 81％あった就業率
は，2002 年に 64％となった後，底を打って再び
上昇し始める。金融危機により就業率は一時的に
落ち込んだが，2018 年には 81％と半世紀前の水
準を回復し，その後も上昇を続け，直近の 2023
年では 84％となった。男性 65～69 歳についても
1968 年に 67％あった就業率は，2004 年の 44％ま
で 23％ポイント下がった後，再び反転上昇し，半
世紀前の水準までは戻っていないとはいえ，2023
年には 62％となった。
　女性の就業率は，1968 年からの 30 年間余り，
男性より 40％ほど低い水準で安定し，ほぼ横ば
いであったが，2000 年代初めになり上昇し始め
る。2003 年 に 60～64 歳 で 38％，65～69 歳 で
23％であった女性の就業率は，2008 年の金融危
機時にも男性のような大きな落ち込みもなく，
2023 年には各々 64％，43％と 20％ポイント以上
も上昇した。
　このような 60 歳代の就業率上昇の要因として，
健康改善，長寿化，教育水準向上，身体的負荷の
少ない仕事の増加等，さまざま考えられるが，タ
イミング的に支給開始年齢引き上げがより密接 
に関連すると考えられている（Oshio, Usui and 
Shimizutani 2018）。また過去の制度改正（マクロ
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経済スライド導入以前の年金額を決める各種パラ
メータ調整による給付水準引き下げ）により，年金
給付水準が引き下げられた世代が相対的に増加
し，男性の年金額の分布は左にシフトし，減少傾
向にある（駒村・渡辺 2019）。このことも 60 歳代
男性の就業率上昇の長期トレンド要因として指摘
できる。

２　制度改正と男性就業率

　制度改正が順次適用される生年度コホート間で

のタイミング差（表 1 参照）を利用し，高年齢者
就業の進展との関連が多くの研究で分析されてき
た（石井・黒澤 2009；山本 2008；近藤 2014；山田 
2015, 2017；Kondo and Shigeoka 2017；北村 2018；
Nakazawa 2022）。
　厚生労働省「高年齢者就業実態調査」を用いた
分析では，定額部分の支給開始年齢引き上げが，
男性 60・61 歳の厚生年金受給資格者のフルタイ
ム雇用率を 4～9％増大させ，非就業率を 3～7％
減少させる一方，パートタイム就業率や失業率の

表 1　特別支給の老齢厚生年金支給開始年齢，雇用確保措置義務化年齢と出生年度コホート

適用コーホート
（生年度）

男女共通 男性 女性

高年齢者雇用確保
措置義務化年齢

特別支給の老齢厚生年金
支給開始年齢 支給開始年齢

引き上げ年度

特別支給の老齢厚生年金
支給開始年齢 支給開始年齢

引き上げ年度
定額部分 報酬比例部分 定額部分 報酬比例部分

1940 年度 60

60

60

60

1941 年度
61

2001 年度～
1942 年度
1943 年度

62
2004 年度～

1944 年度
1945 年度

63
2007 年度～

1946 年度 63
61

2006 年度～
1947 年度

64 64
2010 年度～

1948 年度
62

2009 年度～
1949 年度

65 65

2013 年度～
1950 年度

63
2012 年度～

1951 年度
1952 年度

64
2015 年度～

1953 年度
61

1954 年度

65

2018 年度～
1955 年度

62
2016 年度～

1956 年度
1957 年度

63
2019 年度～

1958 年度
61

1959 年度
64

2022 年度～
1960 年度

62
2021 年度～

1961 年度

65

2025 年度～
1962 年度

63
2024 年度～

1963 年度
1964 年度

64
2027 年度～

1965 年度
1966 年度

65
2030 年度～

1967 年度
1968 年度

注： 共済年金（一般）の支給開始年齢は定額・報酬比例部分とも男女共通で男性の特別支給の老齢厚生年金の定額・報酬比例部分の各
支給開始年齢引き上げスケジュールと同じである。

出所：厚生労働省（2007），八田（2006）に基づき筆者作成。
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図 1　�60 歳代の就業率の反転上昇と 2000 年以降の制度改正等
（1968～2023 年）

男性

変化は確認できていない（石井・黒澤 2009）。
　「慶應義塾家計パネル調査」を用いた分析では，
2006 年の高齢法改正の単体での効果として男性
60～62 歳の就業率は 12～14％上昇し，就業形態

（正規・非正規）による偏りもなかった（山本 2008）。
総務省『労働力調査』に基づくと，2006 年の改
正高齢法の対象である 1946～1950 年度生まれで

60 歳直後の退職が男性全体で 2～6％減少し，失
業は減り，不安定雇用（臨雇・日雇）も増えな
かった（近藤 2014）。さらに同調査に基づく別の
分析では，改正高齢法と定額部分の支給開始年齢
引き上げが同時に行われた出生コホートでは被用
者比率が 4％上昇した一方，改正高齢法ないし定
額部分支給開始年齢引き上げのみの効果しか及ば
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出所：総務省『労働力調査（長期時系列）』に基づき筆者作成。
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ない出生コホートでは 2～3％の上昇にとどまり，
その上昇は定年退職慣行が一般的である大企業

（500 人以上規模）でのみ確認されている（Kondo 
and Shigeoka 2017）。厚生労働省「中高年者縦断
調査」を用いた分析では，2006 年の高齢法改正
と定額部分の支給開始年齢引き上げ効果に関し，
1946 年度生まれより 1947 年度生まれの方が 63
歳時の被用者職歴男性の就業率は 5～7％高かっ
た（山田 2015）。ただし厚生労働省『国民生活基
礎調査』を用いた分析では引き上げられた定額部
分の支給開始年齢により就業率上昇の程度は異な
り，61 歳への引き上げでは 9％，62 歳への引き
上げでは 6％の就業率上昇を確認する一方，63～
65 歳への引き上げでは 5％水準で就業率の有意な
差を確認できないとの報告（Nakazawa 2022）5）も
ある。
　また定額部分の支給開始年齢引き上げの副次的
効果として，年金支給額が低くなるため在職老齢
年金制度（以下，「在老」）の適用対象者も減少す
る。ねんきんネット（日本年金機構）の情報を転
記させた独自調査によれば，在老が適用され，60
歳時点で 1943～1947 年度生まれは 6 割が年金支
給額を減額されていたが，1949 年度生まれ以降
は半数以下しか減額されなくなった（高山・白石 
2017）。また労働政策研究・研修機構調査に基づ
く分析では，在老により減額される年金給付分が
縮小した年齢コホートでは，在老による就労抑制
効果を確認できなくなった（山田 2012, 2020）6）。
　報酬比例部分の支給開始年齢引き上げと 2012
年の高齢法改正の効果については，「中高年者縦
断調査」に基づく分析では，1952 年度生まれと
1953 年度生まれの男性を比較し，後者では雇用
と年金との間に空白が生じたが 60 歳時の失業率
上昇を確認できないこと，60 歳時点の就業率は
59 歳時に正規職員・従業員であった男性で 7％，
59 歳時に 300 人以上規模企業に勤めていた男性
で 10％上昇し，定額部分の支給開始年齢引き上
げと 2004 年の改正高齢法の効果とほぼ同程度の
就業率引き上げ効果があった。一方，59 歳時に
非正規雇用あるいは 299 人以下規模企業に勤めて
いた男性ではそうした効果を確認できていない

（山田 2017）。

　ただし同調査を用いた別の分析では，長期的に
みた場合には 60～64 歳の就業率に与える影響は
限定的であった（北村 2018），あるいは「国民生
活基礎調査」を用いた分析では，報酬比例部分の
61 歳への支給開始年齢の引き上げ効果は，定額
部分のそれと比べ小さく，3～5％に過ぎなかった

（10％有意）との報告もある（Nakazawa 2022）。
　報酬比例部分より定額部分の支給開始年齢引き
上げの方が労働供給への影響が大きい可能性に関
しては，報酬比例部分より定額部分の方が世代間
の財政移転部分をより多く含んでおり，その部分
に労働供給がより大きく反応すること（菅・清家 
2003）や，定額部分より報酬比例部分の方が，引
き上げがアナウンスされてからの期間が長いた
め，人々が引退年齢をよりスムーズに調整してい
ること（Nakazawa 2022）が理由として指摘され
ている。

３　制度改正と所得の変化

　以上，制度改正が男性の就業率に及ぼした効果
に関する先行研究についてやや詳しくみてきた 7）。
これまでの研究では，少なくとも男性については
改正高齢法や支給開始年齢の引き上げが（一部に
せよ）60 歳代前半男性の就業率を引き上げたこ
とについてはほぼ一致した見解を得ている。しか
し社会政策上の観点から，就労継続と同じく重要
なのは，支給開始年齢引き上げに伴い，どれほど
の所得変動が生じたかである。実際，雇用確保措
置が 65 歳まで義務化されたとはいえ，企業には
再雇用の際あるいはそれより前の時点から，大幅
に賃金水準を切り下げ，継続雇用を従業員に望ま
なくさせ，継続雇用率を引き下げるという手段も
残されていた（山田 2007, 2009, 2019, 2020）。
　まず所得の有無に関し，定額部分の支給開始年
齢引き上げ後，失業率に変化はなかったとはい
え，60 歳代前半の無業者・失業者の貧困率は上
昇した（四方 2019）。報酬比例部分の支給開始年
齢の引き上げについては，1952 年度生まれと
1953 年度生まれの男性を比較すると，60 歳時点
で公的年金を含む本人所得がある比率は，男性全
体で 5％低下し，59 歳時に正規職員・従業員で
あった男性では 3％低下した（山田 2017）。
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　次に所得の変動に関しては，定額部分の支給開
始年齢引き上げに伴い，1947 年度生まれでは前の
コホートと比較し，年金給付額は減少したものの，
改正高齢法により就業率が上昇したこともあり，
経済状況の悪化は確認できなかった（山田 2015，
2017）。実際，雇用者の労働時間や就労所得も上昇

（10％で有意）した可能性がある（Nakazawa 2022）。
ただし，就労所得ゼロの者まで含めれば 61 歳時
点での就労所得平均は上昇したが，60 歳代前半
の多くは非正規雇用であったため，雇用者のみに
絞れば 60 歳以前との賃金差は大きくなった（四
方 2023）。
　とはいえ 60 歳代前半（男性）の正規雇用・フ
ルタイム雇用率は制度改正後，上昇している。

『労働力調査（長期時系列）』をみると，雇用確保
措置が義務化された 2006 年と 2007 年の間に 60
歳代前半の雇用者（役員を除く）に占める正規の
職員・従業員の割合（以下，「正規雇用率」）は
36％から 40％へと上昇した。その後，やや低下
するが，報酬比例部分の引き上げが開始された
2003 年に 39％であった正規雇用率は 2023 年には
49％まで上昇した。さらに 2014 年と 2019 年の 2
時点間に 60 歳代前半の雇用者男性のフルタイム
雇用率も 68％から 77％まで上昇した（労働政策
研究・研修機構 2020）。
　こうした 60 歳代前半男性の正規雇用・フルタ
イム雇用率上昇が，これまでの制度改正の中，ど
の生年度コホートのどの賃金階層に生じ，その結
果，賃金格差がどう変化したか，筆者らの知る限
り，知見は少ない 8）。しかし，公私とも所得保障
機能が低下する中，とくに低賃金層において，60
歳以降もフルタイム雇用により高い賃金を得られ
ているかどうかは社会政策上の重要な論点である。
正規雇用あるいはフルタイム雇用により厚生年金
保険に加入可能となり，加入期間が伸び，またよ
り高い賃金が得られれば，それに比例し厚生年金
受給額も高くなることが期待されるからである。
　これを明らかにするには，各制度改正のタイミ
ング差をカバーする幅広い生年度コホート，生年
度ごとに十分な規模のサンプル・サイズ，さらに
60 歳前からの賃金を追跡可能なパネル調査が必
要となる。次節では，こうした特長を兼ね備えた

データに基づく，筆者らの研究の一部を紹介する。

Ⅳ　データおよび分析枠組

　使用データは，厚生労働省年金局から貸与され
た「匿名年金情報」である。分析に用いたのは，
2016 年度末時点における厚生年金（一般）被保険
者に関するものである 9）。データは当該年度の被
保険者の 51 分の 1 を抽出しており，252 万レコー
ドを確保でき，幅広い生年度コホートごとのフル
タイム雇用率の各歳別推移を推計するために十分
なサンプル・サイズを確保できる。
　本分析での「フルタイム雇用率」の定義は，58
歳時点で厚生年金被保険者であった者のうち，そ
の後の年齢においても被保険者である割合，すな
わち厚生年金の適用事業所（いわゆる民間企業）
で所定労働時間等が通常労働者のおおむね 4 分の
3 10）（週 30 時間）以上で働いている雇用者の割合
を指す 11）。この割合は，フルタイム雇用の有無
についての 58 歳からの年齢別残存率と解釈でき
る 12）。
　なお 2016 年度までのデータに限定する理由は，
2016 年 10 月以降に厚生年金保険の適用拡大によ
り大企業で働く週 20 時間以上 30 時間未満の労働
者が新たに加入した影響を避けたいためである。
　データには性別・生年月の基本属性以外に，過
去すべての厚生年金被保険者期間中の賃金（標準
報酬）13） の記録等が含まれ，一種のパネル調査と
なっており，支給開始年齢や改正高齢法の雇用確
保措置義務化年齢の異なる，幅広い生年度コホー
ト別・各歳別にフルタイム雇用率の変化や所得変
動を追跡可能である。ただし厚生年金に加入歴が
あっても，公務員等の共済年金，農林年金，船員
年金に加入している期間の標準報酬は含まれない。
　分析対象は男性 1940 年度～1955 年度生まれコ
ホートで 58 歳以上である。改正高齢法（雇用確
保措置義務化）前後，特別支給の老齢厚生年金の
定額部分・報酬比例部分の引き上げ前後（表 1 参
照）に対応する生年度コホートとなる。生年度コ
ホート別のサンプル・サイズは附表 1 に示した。
　以下の分析では，まず生年度コホートごとに
58 歳時点での賃金分布に基づく五分位に分け，
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各歳別にフルタイム雇用率の変化を観察する。次
に 58 歳時賃金五分位別に，58 歳時点の賃金を
100 として，各歳別にその賃金の推移を観察す
る。最後に格差指標として賃金五分位比（80％タ
イル／ 20％タイル比）を用い，賃金格差の推移を
観察する。

Ⅴ　分 析 結 果

１　支給開始年齢引き上げと賃金階層別 60歳代
前半のフルタイム雇用率の変化

　「匿名年金情報」を用い，賃金の 20％タイルに
対する 80％タイルの比（以下，「五分位比」と略
記）を 5 年おき各歳別に示したのが図 2 である。
年齢が上昇するにつれ徐々に五分位比は上昇し，
60 歳代前半で賃金格差が急拡大していることが
読みとれる。ただし，60 歳以降の賃金格差は，

2006 年から 2016 年までに急激に縮小し，2016 年
では 59 歳時点の五分位比と 60 歳以降の五分位比
とで大きな差はなくなる。この格差の縮小は，
1990 年代から 2000 年代にかけ，30～50 歳代では
賃金格差が拡大したことと対照的である。
　ただし，図 2 は各時点における年齢別の賃金格
差であるため，年金支給開始年齢の引き上げの影
響を検討するには，生年度コホート別にみる必要
がある。以下，年金支給開始年齢の引き上げが高
年齢者のフルタイム雇用率に与えた影響を生年度
コホート，賃金階層ごとに検討し，さらに高年齢
層のフルタイム雇用における賃金格差が縮小した
理由も検討する。
　まず 58 歳時点の賃金五分位別に高年齢者のフ
ルタイム雇用率をコホート別に示したのが表 2 で
ある。濃い網掛けの部分は，報酬比例部分と定額
部分の両方が支給される年齢であり，薄い網掛け
の部分が報酬比例部分のみ支給される年齢である。

出所：「匿名年金情報」より筆者作成（以下同じ）。

図 2　年齢別賃金五分位（80％タイル／ 20％タイル）比（男性，1991～2016 年）
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　どの賃金五分位においても 59 歳から 60 歳，60
歳から 61 歳にかけて大きくフルタイム雇用率は
低下する。60 歳時点のフルタイム雇用率は，賃
金五分位の低い階級ほど低く，第 I 五分位が最も
低い。61 歳より高い年齢では，第Ⅱから第Ⅳ五
分位におけるフルタイム雇用率に大きな差はな

い。最も収入の高い第 V 五分位は，どのコホー
トにおいても，年齢別のフルタイム雇用率が他の
賃金五分位より 5～10％ポイントほど高い。した
がって，高賃金の雇用者ほど，フルタイム雇用で

（＝厚生年金被保険者として）就労継続でき，より多
くの賃金を得ていることになる。一般に在老 14）

表 2　58歳時点の賃金五分位別フルタイム雇用率の推移（男性，生年度コホート別）
第Ⅰ五分位

58 59 60 61 62 63 64 65
1940 100 82 66 46 38 31 25 20
1941 100 82 69 51 40 34 29 23
1942 100 84 68 48 39 33 30 24
1943 100 81 69 55 47 40 36 29
1944 100 83 71 60 53 46 38 28
1945 100 85 74 63 57 49 39 29
1946 100 87 79 67 60 49 39 31
1947 100 88 79 67 59 50 42 31
1948 100 88 78 65 57 50 42 33
1949 100 87 75 62 56 50 45 34
1950 100 82 72 61 57 52 46 38
1951 100 85 75 66 62 56 51 44
1952 100 88 77 68 62 58 53
1953 100 87 81 72 67 63
1954 100 89 81 74 70
1955 100 90 84 80

注： 賃金五分位は生年度コホート別に 58 歳時点の賃金で区分した。フルタイム雇用率は，58 歳時点で厚生年金の被保険者であった者が，各年齢に
おいて被保険者である割合のパーセント表記とした。濃い網掛けは特別支給の老齢厚生年金の定額部分と報酬比例部分の両方を受給可能な期間
であり，薄い網掛けは報酬比例部分のみの受給可能な期間である（以下，セルの網掛けは同じ）。

第Ⅳ五分位
58 59 60 61 62 63 64 65

1940 100 96 83 42 35 28 24 20
1941 100 97 86 45 35 30 26 21
1942 100 97 83 44 34 29 25 22
1943 100 94 83 53 45 35 29 25
1944 100 96 85 52 45 37 32 25
1945 100 98 88 59 53 45 34 26
1946 100 98 92 66 60 49 34 28
1947 100 98 92 69 62 54 43 32
1948 100 99 92 67 62 54 43 33
1949 100 99 90 66 61 53 47 35
1950 100 97 90 67 63 56 50 39
1951 100 99 92 73 69 59 54 42
1952 100 98 93 74 70 64 58
1953 100 98 93 76 72 65
1954 100 98 94 79 74
1955 100 99 94 83

第Ⅱ五分位
58 59 60 61 62 63 64 65

1940 100 93 76 46 40 33 27 23
1941 100 94 80 50 39 32 27 22
1942 100 94 79 50 41 34 30 26
1943 100 92 78 54 47 38 33 27
1944 100 93 80 57 49 41 35 27
1945 100 95 83 63 60 51 38 30
1946 100 95 87 69 63 50 39 30
1947 100 96 89 71 62 54 46 35
1948 100 97 88 67 61 53 45 35
1949 100 95 83 67 62 54 50 39
1950 100 93 84 67 63 56 51 42
1951 100 95 85 71 66 60 56 46
1952 100 96 88 74 70 65 61
1953 100 97 91 78 73 68
1954 100 96 90 82 77
1955 100 97 90 81

第Ⅴ五分位
58 59 60 61 62 63 64 65

1940 100 98 89 65 56 47 41 36
1941 100 99 92 66 55 46 40 36
1942 100 99 89 63 53 45 40 35
1943 100 97 90 67 60 51 43 38
1944 100 99 92 70 63 55 47 40
1945 100 98 91 69 64 57 46 38
1946 100 99 94 76 70 60 47 40
1947 100 99 94 77 70 63 54 44
1948 100 99 93 74 69 62 54 43
1949 100 99 95 77 71 65 57 47
1950 100 99 94 77 72 66 59 51
1951 100 98 94 77 73 66 61 52
1952 100 99 94 78 74 68 64
1953 100 99 95 85 81 74
1954 100 99 96 86 82
1955 100 100 96 88

第Ⅲ五分位
58 59 60 61 62 63 64 65

1940 100 94 78 39 33 26 23 19
1941 100 96 83 46 35 30 26 22
1942 100 96 82 44 35 31 26 22
1943 100 93 80 52 45 36 32 26
1944 100 96 85 57 50 42 36 26
1945 100 97 87 59 55 46 35 28
1946 100 97 90 66 58 47 36 30
1947 100 97 89 70 62 54 44 32
1948 100 98 89 66 60 53 44 32
1949 100 96 86 65 61 54 47 37
1950 100 96 88 69 65 58 53 42
1951 100 97 89 70 65 58 53 42
1952 100 98 90 71 68 61 56
1953 100 98 91 78 74 68
1954 100 97 92 79 75
1955 100 98 92 85
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は，高賃金の雇用者（厚生年金被保険者）の就業
を阻害するとされるが，影響を受けやすいと考え
られる最も高い賃金階層において，むしろフルタ
イム雇用による就労継続が行われており，最も低
い賃金階層はフルタイム雇用から離脱しやすく
なっている。
　年金支給開始年齢の引き上げがフルタイム雇用
での就労継続に与えた影響をみるため，各賃金五
分位別に，最も大きくフルタイム雇用率が低下す
る 60 歳から 61 歳にかけてのフルタイム雇用率の
低下幅を示したのが表 3 である。60 歳時点と 61
歳時点のフルタイム雇用率は表 2 の再掲となる。
　1941 年度生まれ以降，定額部分の支給開始年齢
が引き上げられ，例えば 1943 年度生まれの 61 歳
時点の年金は報酬比例部分のみとなる（表 1 参照）。
1943 年度生まれの 60 歳から 61 歳にかけてのフ
ルタイム雇用率の低下幅は，1942 年度生まれの
それより明らかに小さい。第Ⅰ五分位では，フル
タイム雇用率が 1942 年度生まれでは 60 歳から
61 歳にかけて 20％ポイント低下しているが，
1943 年度生まれでは 14％ポイントの低下となる。
同様に 1942 年度生まれと 1943 年度生まれについ
て 60 歳から 61 歳にかけてのフルタイム雇用率の

低下幅を比較すると，第Ⅱ五分位では 29％ポイ
ントの低下が 24％ポイントに，第Ⅲ五分位では
37％ポイントの低下が 29％ポイントに，第Ⅳ五
分位では 39％ポイントの低下が 30％ポイントな
る。このように，60 歳から 61 歳にかけてのフル
タイム雇用率の低下幅が，1 つ上のコホートより
5～9％ポイントも小さくなっている。1 年のコ
ホートの差による低下幅のこのような差は他のコ
ホート間ではほぼ観察されない 15）。
　しかし，第Ⅴ五分位においては，60 歳から 61
歳にかけてのフルタイム雇用率の低下は，1943
年度生まれでは 23％ポイントであるが，1 歳上の
1942 年度生まれで 26％ポイントの低下であり，
その差は 3％ポイントと小さい。したがって，高
賃金層においては，定額部分の支給開始年齢の引
き上げによるフルタイム雇用率への影響は他の五
分位と比べ小さかったといえる。
　結果として，61 歳時点での第Ⅰ五分位と第Ⅴ
五分位のフルタイム雇用率の差は，1940 年度生
まれの 18（≒64.6－46.3）％ポイントから 1943 年
度の 12（≒67.1－54.9）％ポイントに縮小した。
　同じく，1940 年度生まれと 1943 年度生まれの
61 歳時点における第Ⅴ五分位とのフルタイム雇

表 3　58歳時点の賃金五分位別 60～61歳間のフルタイム雇用率の差（男性，生年度コホート別）

60 歳時点のフルタイム雇用率
（再掲）

61 歳時点のフルタイム雇用率
（再掲）

60 歳と 61 歳のフルタイム雇用率
の差

分位 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
1940 66 76 78 83 89 46 46 39 42 65 20 30 39 41 25
1941 69 80 83 86 92 51 50 46 45 66 18 29 37 41 26
1942 68 79 82 83 89 48 50 44 44 63 20 29 37 39 26
1943 69 78 80 83 90 55 54 52 53 67 14 24 29 30 23
1944 71 80 85 85 92 60 57 57 52 70 11 24 28 33 22
1945 74 83 87 88 91 63 63 59 59 69 12 20 27 29 21
1946 79 87 90 92 94 67 69 66 66 76 12 18 25 27 19
1947 79 89 89 92 94 67 71 70 69 77 12 18 19 22 17
1948 78 88 89 92 93 65 67 66 67 74 13 21 24 25 19
1949 75 83 86 90 95 62 67 65 66 77 13 16 21 24 18
1950 72 84 88 90 94 61 67 69 67 77 11 17 19 23 17
1951 75 85 89 92 94 66 71 70 73 77 9 14 19 19 17
1952 77 88 90 93 94 68 74 71 74 78 10 14 19 19 16
1953 81 91 91 93 95 72 78 78 76 85 9 13 13 17 10
1954 81 90 92 94 96 74 82 79 79 86 6 8 13 14 10
1955 84 90 92 94 96 80 81 85 83 88 5 9 8 11 8

注：表 2 に基づき作成。四捨五入のため差が一致しない場合がある。
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用率の差は，第Ⅱ五分位では 19 から 13％ポイン
トへ，第Ⅲ五分位では 25 から 16％ポイントへ，
第 IV 五分位では 22 から 14％ポイントへ縮小し
た。定額部分の支給開始年齢の引き上げは，低中
賃金層のフルタイム雇用継続を促し，高年齢期の
賃金格差を縮小させたといえる。
　なお，その後も 61 歳時点のフルタイム雇用率
の差は縮小傾向にあり，1955 年度生まれでは第
Ⅰ五分位と第Ⅴ五分位の差は 8％ポイント，第Ⅲ
五分位と第Ⅴ五分位との差は 3％ポイントとなっ
た。58 歳時の賃金五分位間における 61 歳時点で
のフルタイム雇用による就業継続格差は大きく縮
小したといえる。
　同様に 1953 年度生まれ以降，報酬比例部分の
支給開始年齢が引き上げられたが，第Ｉ五分位で
は第Ｖ五分位より相対的に大きなフルタイム雇用
率の上昇を観察できる。

２　支給開始年齢引き上げと賃金階層別 60歳代
前半フルタイム雇用者の賃金変化

　58 歳時点の賃金五分位別に，コホートごとの
平均賃金を 58 歳時点の賃金との比で示したもの
が表 4 である。58 歳時点の賃金が最も低い第Ⅰ
五分位では，ほとんどのコホートで年齢が上がっ
ても各五分位内の平均賃金は低下しない。定年前
に賃金が低い階層では，そもそもそれ以上低い賃
金になりにくいこと，また表 2 でみたように第Ⅰ
五分位におけるフルタイム雇用率が他の賃金階層
より大きく低下し，一定以上の賃金がある者や賃
金が低下しない者だけが残るというセレクション
の結果と考えられる。
　第Ⅱ五分位では，いずれのコホートでも 58 歳
時点の分位内平均賃金を 100％とすると，60 歳時
点で 90％程度，61 歳時点で 80％台前半，63 歳時
点で 80％程度と年齢が上がるにつれ低下してい
く。第Ⅲ五分位では，第Ⅰ，第Ⅱ五分位より賃金
低下幅が大きく，どのコホートでも 61 歳時点で
80％を下回り，63 歳時点で 70％程度になる。第
Ⅳ五分位では，第Ⅲ五分位とほぼ同じように年齢
と共に賃金は低下する。ただし，第Ⅲ五分位と比
べ，第Ⅳ五分位では，より新しいコホートで 58
歳時点の分位内平均賃金に対する各歳の平均賃金

比は低下している。
　第Ⅴ五分位は，第Ⅱ～Ⅳ五分位と比較して，
1940 年度生まれにおける 61 歳以降の平均賃金比
は高い。すなわち古いコホートでは，58 歳時点
で高賃金層はその後も高い賃金を維持する傾向に
あるため，60 歳代前半の賃金格差は大きかった。
しかし 1943 年度生まれ以降のより新しいコホー
トでは各歳の平均賃金比は低下傾向を示してい
る。その結果，1953 年度生まれ以降コホートで
は，第Ⅴ五分位の各歳別の平均賃金比は第Ⅲ五分
位と同様の水準となった。
　もともと賃金が高くかつ年齢による賃金の低下
幅が小さかった第Ⅴ五分位の 60 歳代前半の平均
賃金比は，新しいコホートほど徐々に低下した
が，第Ⅲ五分位より下の賃金五分位では，新しい
コホートでも 60 歳代前半の平均賃金比は低下し
なかったため，60 歳代前半の賃金格差は縮小し
たと考えられる。
　なお，支給開始年齢引き上げ前後のコホート間
で同一年齢における平均賃金比に大きな差はな
い。したがって支給開始年齢引き上げは，平均賃
金比については，ほとんど影響を与えなかったと
いえる。

３　支給開始年齢引き上げと賃金階層別 60歳代
前半フルタイム雇用者の賃金格差

　表 5 は，生年度コホート別にみた賃金五分位比
（80％タイル／20％タイル比）である。58 歳の五分
位比はいずれのコホートでも 2.1 から 2.2 であり，
コホートによる相違はほとんどみられない。同様
に，59 歳の五分位比はいずれのコホートでも 2.3
か 2.2 であり，こちらもコホートによる相違はほ
とんどみられない。
　しかし，60 歳以上の五分位比をみると，コホー
ト間で大きな相違がみられる。1940 年度生まれ
では，60 歳で 2.5，61 歳では 2.9 となり，60～61
歳間で賃金格差は急拡大する。またコホート間の
61 歳時点の賃金五分位比の相違に注目すると，
1940 年度生まれでは 2.9 であるが，支給開始年齢
引き上げが始まった 1941 年度生まれで 2.7，1943
年度生まれでは 2.6，1949 年度生まれでは 2.3 と
いうように，新しいコホートほど賃金格差は縮小
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している。その結果，1949 年度コホートの 59 歳
時の五分位比と 1949 年度生まれの 61 歳時の五分
位比は同じ値（＝2.3）になっている。さらに，そ
の 1949 年度生まれでは 62 歳以上の五分位比は
2.2～2.3 のままで年齢と共に上昇していない。同
様に 1950 年度生まれ以降の新しいコホートでも，
加齢に伴う賃金格差拡大を観察できない。

　以上のように，新しいコホートにおいて高年齢
期における賃金格差はむしろ縮小した。その理由
としては 2 点挙げられる。第一に，表 4 でみたよ
うに最も賃金の低い第Ⅰ五分位ではどのコホート
でも高年齢期に賃金が低下しなかった一方，最も
賃金の高い第Ⅴ五分位では，より新しいコホート
において加齢に伴い賃金が大きく低下するように

表 4　�58 歳時点の賃金五分位別フルタイム雇用者の平均賃金の年齢間推移�
（男性，生年度コホート別，58歳時点の各分位の平均賃金＝100％）

第Ⅰ五分位
58 59 60 61 62 63 64 65

1940 100 104 101 99 100 99 101 97
1941 100 105 103 100 100 99 100 96
1942 100 106 102 102 102 100 98 94
1943 100 104 103 102 102 102 102 97
1944 100 105 103 101 99 99 97 95
1945 100 104 104 104 102 99 97 95
1946 100 107 105 104 101 100 98 99
1947 100 105 103 100 98 98 97 97
1948 100 107 104 101 100 99 99 97
1949 100 104 102 101 101 101 102 99
1950 100 105 104 103 104 104 104 102
1951 100 106 105 104 104 103 104 104
1952 100 105 104 104 102 101 103
1953 100 106 106 104 104 104
1954 100 106 105 105 106
1955 100 104 105 104

注： 賃金五分位はコホート別に 58 歳時点の賃金で区分した。賃金は消費者物価指数でデフレートした値を用いている。

第Ⅳ五分位
58 59 60 61 62 63 64 65

1940 100 97 81 76 74 72 72 71
1941 100 99 82 75 75 73 72 68
1942 100 98 79 73 74 70 71 67
1943 100 96 81 71 70 69 68 64
1944 100 97 79 73 71 70 68 64
1945 100 98 81 70 69 67 66 63
1946 100 99 83 69 66 63 67 62
1947 100 98 83 69 67 66 65 64
1948 100 99 83 69 68 67 67 65
1949 100 97 80 66 64 63 63 60
1950 100 97 81 66 65 65 63 60
1951 100 99 84 68 67 65 64 62
1952 100 99 84 68 65 64 64
1953 100 99 85 68 66 66
1954 100 98 82 67 66
1955 100 96 83 68

第Ⅱ五分位
58 59 60 61 62 63 64 65

1940 100 97 87 84 82 80 79 76
1941 100 99 90 85 84 81 80 77
1942 100 99 89 84 83 83 80 75
1943 100 98 88 83 82 81 80 76
1944 100 98 87 82 80 79 77 73
1945 100 99 91 85 83 77 77 73
1946 100 100 91 85 82 80 78 75
1947 100 99 90 83 81 79 78 76
1948 100 99 89 82 80 79 78 75
1949 100 97 88 81 80 79 78 73
1950 100 98 90 83 82 81 79 76
1951 100 99 91 82 81 79 78 76
1952 100 100 91 84 81 80 81
1953 100 99 92 84 82 81
1954 100 99 92 84 83
1955 100 97 91 86

第Ⅴ五分位
58 59 60 61 62 63 64 65

1940 100 95 84 86 86 86 86 81
1941 100 96 86 85 84 85 83 77
1942 100 101 86 85 86 86 85 81
1943 100 97 83 83 81 82 83 76
1944 100 97 84 83 82 82 78 73
1945 100 97 84 81 81 77 75 72
1946 100 97 85 81 76 75 78 77
1947 100 98 86 78 77 75 74 73
1948 100 99 84 80 77 77 76 75
1949 100 97 82 75 73 72 72 69
1950 100 97 83 76 74 73 70 69
1951 100 100 86 79 77 74 73 70
1952 100 98 84 76 73 72 71
1953 100 98 85 74 71 71
1954 100 97 84 74 71
1955 100 95 82 72

第Ⅲ五分位
58 59 60 61 62 63 64 65

1940 100 95 81 78 75 74 72 67
1941 100 98 83 76 76 75 73 69
1942 100 99 82 74 72 70 68 65
1943 100 97 81 73 71 72 70 67
1944 100 98 84 75 71 70 68 65
1945 100 98 83 74 72 70 69 64
1946 100 99 85 74 72 69 70 66
1947 100 98 86 72 70 68 66 64
1948 100 99 85 73 71 69 69 67
1949 100 97 83 71 69 69 68 63
1950 100 98 85 72 71 70 68 66
1951 100 99 86 72 71 68 67 66
1952 100 99 86 72 69 68 68
1953 100 99 87 73 71 71
1954 100 98 85 72 71
1955 100 96 86 74
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なったことによる。第二に，より新しいコホート
ほど，賃金階層間でのフルタイム雇用率の差が小
さくなり，58 歳時点で賃金が高い第Ⅴ五分位で
あった者の，60 歳以降のフルタイム雇用者に占
める割合が相対的に低下したことによる。

Ⅵ　お わ り に

　老齢厚生年金支給開始年齢の引き上げや高年齢
者雇用安定法改正による支給開始年齢までの雇用
確保措置義務化という制度変更があり，60 歳代
前半の男性の就業率は大幅に上昇した。とくに正
規雇用・フルタイム雇用率も上昇していることが
注目される。
　本稿では，やや詳しく制度的背景と先行研究を
紹介した上で，厚生労働省年金局「匿名年金情
報」をパネル調査として用い，60 歳代前半のフ
ルタイム雇用率（本稿の定義では，58 歳以降に継続
して厚生年金被保険者である比率）の上昇が，58
歳時点の賃金階層ごとにどのように異なり，また
どのような賃金変動を経験したか検討した。
　その結果，支給開始年齢の引き上げに伴い，高
年齢期における賃金階層間のフルタイム雇用率の
格差を縮小させ，さらに最も高い賃金階層におい
て新しいコホートほど加齢による賃金の低下幅が

大きくなることで，高年齢期のフルタイム雇用に
おける賃金格差が縮小したことを明らかにした。
ただし，厚生年金の定額部分そのものは高年齢期
の所得格差を縮小させる役割を持つため，厚生年
金の支給開始年齢引き上げが高年齢期の所得格差
を小さくしたと結論付けるのは早計であろう。と
はいえフルタイム雇用（厚生年金被保険者適用）
により厚生年金保険の加入期間が伸び，またより
高い賃金が得られれば，受給できる厚生年金額も
高くなることが期待される。そうした状況が低賃
金層中心に生じたのであれば，所得全体の格差が
縮小する可能性もある。これらを確認することは
今後の課題である。

表 5　�賃金五分位比（80％タイル／20％タイル比）�
（男性，生年度コホート別）

58 59 60 61 62 63 64 65
1940 2.1 2.3 2.5 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 
1941 2.2 2.2 2.4 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 
1942 2.1 2.2 2.5 2.7 2.8 2.9 2.9 2.8 
1943 2.2 2.2 2.5 2.6 2.7 2.7 2.8 2.7 
1944 2.1 2.2 2.4 2.6 2.7 2.6 2.6 2.6 
1945 2.2 2.3 2.5 2.6 2.6 2.6 2.7 2.6 
1946 2.2 2.2 2.4 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 
1947 2.2 2.2 2.4 2.4 2.4 2.3 2.4 2.5 
1948 2.2 2.2 2.3 2.4 2.3 2.4 2.4 2.5 
1949 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 
1950 2.2 2.3 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.3 
1951 2.2 2.3 2.4 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 
1952 2.2 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 
1953 2.2 2.2 2.3 2.1 2.2 2.2 
1954 2.2 2.3 2.2 2.1 2.1 
1955 2.2 2.2 2.2 2.1 
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 1）年金制度改正や高年齢者雇用安定法改正の経緯およびその
評価については，本誌の森戸（2014），柳澤（2016）や島村

（2021）等が参考になる。
 2）厚生年金の 60 歳から 65 歳への支給開始年齢引き上げは，

1980 年の年金制度改正では，労働大臣を含む与野党の反対で
頓挫した。しかし 1985 年改正の基礎年金導入に際し，基礎年
金と合わせる形で 65 歳からの支給を本則，60 歳から 64 歳ま
でを特別支給とする当分の間の附則とすることで，何とか将来
の支給開始年齢引き上げの突破口としたことが政策担当者の証
言からも明らかになっている（百瀬・山田 2018：71-72）。

 3）継続雇用により賃金が大幅に低下した場合には，1994 年の
雇用保険改正で創設された高年齢者雇用継続給付による賃金補
塡が存在する。ただし年金を受給しながら就労している場合に
は，年金との併給調整がある。賃金補塡割合は 2003 年改正で
縮小されたが，さらに高齢法による雇用確保措置の進展等を踏
まえ，2020 年改正で 2025 年度以降縮小することになった（厚
生労働省 2023）。また 1998 年 4 月までは 60 歳以降に厚生年金
と雇用保険を併給することも可能であった。総務省「就業構造
基本調査」を用いた分析によれば，1998 年の制度改正（併給
禁止）の結果，多くの高齢者は年金受給ではなく，まず雇用保
険受給の方を優先している（清家・山田 2009）。

 4）1965 年以前，60 歳に達した高年齢者は，就業していれば，
年金給付を全額支給停止されていた。というのも受給資格は

「退職」であったからである。そのことで，低額の公的年金し
かない高年齢者は，低額の年金を諦めて就労するか，あるいは
就労せず低所得に甘んじるか，という二者択一を迫られてい
た。1965 年に導入された在職老齢年金制度（厚生年金）によ
り，こうした二者択一を免れ，65 歳以上の被用者は，賃金に
加え，8 割の年金を受給できるようになった。1969 年には，
60 歳から 64 歳の被用者にも在職老齢年金制度（低在老）が導
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入された。その後 1980 年まで，年金が全額支給停止になる賃
金上限額の引き上げが複数回行われ，1989 年，1994 年，2004
年，2020 年改正で，60 歳から 64 歳に対する賃金額に応じた
年金支給停止ルールが就業抑制効果防止の観点から変更された

（吉原・畑 2016，厚生労働省 2022）。
　　なお 1984 年に厚生年金の被保険者資格を 65 歳まで引き上

げたことに伴い，65 歳以上を対象とした在職老齢年金制度は
いったん廃止されたが，2002 年に 65 歳から 69 歳向けの在職
老齢年金制度が再導入された。さらに 2007 年には，2004 年改
革に基づき，70 歳以上に対する新たな在職老齢年金制度が導
入された（吉原・畑 2016）。

 5）改正高齢法や職歴や企業規模についてはとくに議論されて
いない。

 6）在職老齢年金制度による就業抑制効果に関する先行研究紹
介は紙幅の都合上，本稿では割愛するが，これまで多くの研究

（Amemiya and Shimono 1989；清家 1989, 1993；清家・山田 
1996, 2004；安部 1998；小川 1998a, 1998b；岩本 2000；大石・
小塩 2000；三谷 2001；樋口・山本 2002；大竹・山鹿 2003；
石井・黒澤 2009；山田 2012, 2020；Shimizutani and Oshio 
2013；高山・白石 2017 等）で検証・確認されてきた。

 7）女性の就業率については，厚生年金では，男性とは 5 年遅
れでの引き上げスケジュールであった一方，共済年金では男性
と同じ引き上げスケジュールであったため（表 1 参照），厚生
年金・共済年金の両制度の加入有無や加入期間等が分からない
と，支給開始年齢引き上げによる就業率への効果を厳密に測定
するのは難しい。さらに女性の場合，2008 年の金融危機（い
わゆるリーマンショック）の際も男性のような大幅な就業率の
落ち込みを経験しなかったが，その背景には介護保険導入後，
サービス供給体制が順調に整い，医療・福祉産業に多くの中高
年女性が就職したこと等の影響も考えられる。

　　実際，『国民生活基礎調査』に基づく分析では，特別支給の
老齢厚生年金の定額部分引き上げのタイミング差のみ考慮した
場合の女性の就業率への効果は，4％（10％有意）と男性と比
較して小さい可能性があること（Nakazawa 2022），2012 年の
高齢法改正まで女性の就業率を上昇させるような効果は見出さ
れず，逆に失業率は高まったが，報酬比例部分の引き上げ以降
は，継続就労率が上昇した（四方 2022）こと等が指摘されて
いる。

　　また男性の定額部分の支給開始年齢引き上げや 2004 年の高
齢法改正がもたらした，男性の就業率変化を通じた，配偶女性
の就業率への「波及効果」に関しては，『労働力調査』を用い
た分析では確認できず（Kondo and Shigeoka 2017），また

「中高年者縦断調査」を用いた分析でも有配偶女性の引退は独
立に決定される（Sakai, Toda and Yamada 2021）との結果を
得ている。一方，『就業構造基本調査』を用い，60 歳時点の状
況をより統御した分析では，雇用確保措置義務化対象の 1946
年度生まれの男性の配偶女性は，対象外の 1945 年度生まれの
男性の配偶女性より，男性が 60 歳になってからの就業確率が
高く，波及効果の存在が確認されている（明坂・澤田 2021）。

 8）紙幅の都合上，割愛するが，65 歳以上の所得格差に関して
も多くの先行研究が存在する。65 歳以上の所得格差が現役世
代のそれより大きいのは先進加盟国の中で日本やアメリカなど
ごく少数の国でみられる特徴であり（山田 2002; Yamada 2007），
高齢者の所得格差の要因は，高齢者自身の就業率が高く，世帯
所得に占める就労所得の割合が高いことや，同居率の高さから
成人子の就労所得の割合も高いことである（八代ほか 1997；
小島 2001；山田 2002；Yamada 2007；田中・四方・駒村 2013；
田中 2023 等）。

 9）過去に厚生年金の加入歴がある者が対象であり，公務員や
自営業者としての職歴しかないなど厚生年金に加入歴がない者

は含まれないが，厚生年金基金加入者は含まれ，公務員を除
く，労働時間が週 30 時間以上の雇用者の大半がカバーされて
いる。

10）厚生年金保険においては 1980 年 6 月 6 日付内翰（ないか
ん）により，この「4 分の 3 基準」を明確化したが，基準自体
の曖昧さゆえ，厚生年金保険適用に関する脱法行為も広がって
いた（戸田 2007）。これに対処するため，被用者年金一元化法

（2015 年 10 月 1 日施行）により，短時間労働者に関する適用
基準（第 5 号）を新たに設けた（戸田 2007）。

11）厚生年金被保険者でもあることから，厚生年金を受給して
いる場合には，在職老齢年金制度の適用対象にもなる。

12）正確には，58 歳以降にフルタイム雇用（＝厚生年金被保険
者適用となる雇用）から離れ，その後，再びフルタイム雇用と
なったケースも入る。その意味で純粋なフルタイム「継続」雇
用率とは異なる。

13）賃金（標準報酬）は，データ上，年金支給額算定のために
用いられる再評価率別の期間区分毎の累計額として把握され
る。そのため，分析対象コホートについては，4 月から翌年 3
月までの年度単位の標準報酬の合計額となる。各期間の累計額
を 12 で割った値が月額賃金となるが，加入月数が 12 カ月未
満である場合，極端に月額賃金が低くなる問題が生じる。その
ため，何らかの方法でボトムコーディングを行い，そうしたサ
ンプルを除外する必要がある。筆者らの分析では，厚生労働省

『賃金構造基本統計調査』（各年）に基づき，下位 1％の月額賃
金を線形補間により求め，その値を下限としてそれ以下の月額
賃金のサンプルは除外した。さらに右裾に長い賃金分布を反映
するため，トップコーディングも実施した。具体的には Piketty 
and Saez（2003）を参考に，標準報酬月額等級の上限に達す
る月収の場合，パレート分布を仮定し，便宜的に当該年の厚生
労働省『賃金構造基本統計調査』の公表データの分布と一致す
るように乱数を当てはめた。

　　筆者らの他の研究との整合上，両コーディングを実施した
が，本稿の分析は各賃金五分位階級内の平均値に基づき，また
賃金格差指標としては 80％タイル／ 20％タイル比を用いてい
ることもあり，両コーディングを実施しなくても結論への影響
はないことを別途確認している。

14）前掲注 4），6）参照。
15）なお，すべての分析対象年齢における 1 歳前（a-1）と比較

した当該年齢（a）のフルタイム雇用率の低下幅は附表 2 に掲
載している。第Ⅱ五分位の 1945 年度生まれの 62 歳，1947 年
度生まれの 63 歳において，フルタイム雇用率の低下幅が 1 つ
上のコホートのそれより 5％以上小さい。これらは，ちょうど
定額部分の支給開始年齢の引き上げられたコホートの年齢にあ
たる。そのほか，1 歳前からのフルタイム雇用率の低下幅が，
1 つ上のコホートのそれより 5％以上小さいコホートは，第Ⅱ
五分位の 1949 年度生まれの 61 歳，第Ⅲ五分位の 1947 年度生
まれと 1953 年度生まれの 61 歳，第Ⅴ五分位の 1953 年度生ま
れの 61 歳のみである。
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附表 1　�58 歳時点の生年度コホート
別サンプル・サイズ

年度コホート N
1940 8956
1941 9880
1942 9356
1943 9551
1944 8238
1945 6420
1946 9262
1947 11761
1948 11503
1949 11369
1950 10204
1951 9266
1952 8867
1953 8420
1954 8102
1955 8284
計 149439
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（2017 年）など。社会政策論専攻。

附表 2　フルタイム雇用率の変化分〔（a-1）－（a）歳時点〕
第Ⅰ五分位

58 59 60 61 62 63 64 65
1940 0 18 15 20 9 7 6 4
1941 0 18 13 18 11 6 6 6
1942 0 16 16 20 10 5 4 5
1943 0 19 12 14 8 7 4 7
1944 0 17 11 11 8 7 8 10
1945 0 15 11 12 6 8 10 10
1946 0 13 8 12 7 11 10 9
1947 0 12 9 12 9 9 8 11
1948 0 12 10 13 8 7 8 10
1949 0 13 12 13 6 6 5 11
1950 0 18 10 11 5 4 6 9
1951 0 15 10 9 4 6 5 7
1952 0 12 11 10 5 4 5
1953 0 13 6 9 5 3
1954 0 11 9 6 4
1955 0 10 5 5

第Ⅳ五分位
58 59 60 61 62 63 64 65

1940 0 4 13 41 8 6 4 4
1941 0 3 11 41 10 6 4 5
1942 0 3 14 39 9 5 5 3
1943 0 6 11 30 8 10 6 5
1944 0 4 11 33 7 8 5 7
1945 0 2 9 29 6 9 10 8
1946 0 2 5 27 5 11 15 7
1947 0 2 6 22 7 8 11 12
1948 0 1 7 25 5 9 10 11
1949 0 1 9 24 5 8 6 12
1950 0 3 7 23 4 8 5 11
1951 0 1 7 19 4 10 5 12
1952 0 2 6 19 4 6 6
1953 0 2 5 17 4 7
1954 0 2 5 14 5
1955 0 1 5 11

第Ⅱ五分位
58 59 60 61 62 63 64 65

1940 0 7 17 30 6 7 5 5
1941 0 6 14 29 11 7 5 5
1942 0 6 15 29 10 6 4 5
1943 0 8 15 24 7 8 6 6
1944 0 7 12 24 8 7 6 8
1945 0 5 12 20 3 9 13 8
1946 0 5 8 18 6 13 11 9
1947 0 4 7 18 9 8 8 11
1948 0 3 8 21 7 7 8 10
1949 0 5 11 16 5 7 5 11
1950 0 7 9 17 5 6 6 9
1951 0 5 9 14 5 6 5 10
1952 0 4 8 14 4 5 4
1953 0 3 6 13 5 5
1954 0 4 6 8 5
1955 0 3 7 9

第Ⅴ五分位
58 59 60 61 62 63 64 65

1940 0 2 9 25 9 9 6 5
1941 0 1 7 26 10 9 6 4
1942 0 1 10 26 10 7 6 5
1943 0 3 7 23 7 10 7 5
1944 0 1 7 22 7 8 7 7
1945 0 2 7 21 6 7 11 8
1946 0 1 4 19 5 10 13 7
1947 0 1 5 17 7 7 9 11
1948 0 1 6 19 5 7 8 11
1949 0 1 4 18 6 7 8 10
1950 0 1 5 17 5 6 7 9
1951 0 2 4 17 5 7 5 8
1952 0 1 5 16 4 6 4
1953 0 1 4 10 4 6
1954 0 1 3 10 4
1955 0 0 3 8

第Ⅲ五分位
58 59 60 61 62 63 64 65

1940 0 6 16 39 6 7 4 3
1941 0 4 13 37 10 6 3 4
1942 0 4 14 37 9 4 5 4
1943 0 7 13 29 7 8 4 6
1944 0 4 12 28 7 8 6 10
1945 0 3 10 27 4 9 11 7
1946 0 3 7 25 7 11 11 6
1947 0 3 8 19 8 8 10 11
1948 0 2 9 24 6 7 9 12
1949 0 4 10 21 4 7 7 10
1950 0 4 8 19 4 7 6 11
1951 0 3 8 19 5 6 6 11
1952 0 2 7 19 3 7 5
1953 0 2 7 13 4 6
1954 0 3 5 13 4
1955 0 2 6 8

注：便宜上，58 歳の列をすべて「0」としている。


